
国民年金だより№197

保険課　国保年金係　☎72-2101（内線324）

岡谷年金事務所　　☎23-3661

２０歳になったら国民年金

ねんきんネット

国民年金のメリット

日本の公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、み

んなで暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られたしくみです。

２０歳以上６０歳未満の学生・農林漁業者・自営業者・無職の方等は、 国民年金に加入することが義務づけられており、

２０歳になると日本年金機構から基礎年金番号通知書や納付書が届きます。

国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続き

などの紹介動画はこちらから視聴できます。

✓□将来の大きな支えになります！

自分の寿命や人生のさまざまなリスク、また将来のお金の価値の変化など誰にも予測できない中で、貯蓄など個人の

備えだけでは限界があります。公的年金制度は、物価や賃金の動向に応じて給付の水準を改定し、私的な貯蓄などで

は難しい、老後の安定した所得保障の役割を担っています。

✓□老後だけではなく現役世代の保障も充実しています！

年金は 「お年寄りのためのもの」 と思いがちですが、実は若い方にも大切です。病気やけがで障害が残ったとき、障害

の程度に応じて国民年金から 「障害基礎年金」 を受け取ることができます。また、一家の働き手が亡くなったとき、子

のある配偶者、または子は、国民年金から 「遺族基礎年金」 を受け取ることができます。

～２０歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています～

日本年金機構　特設ページ 検索

＼      /
ご視聴は

こちらから

「ねんきんネット」 をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご

自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもできます。

ご利用については、日本年金機構ホームページをご覧下さい。

○ 日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）

検索またはQRコードからアクセス！

日本年金機構　ねんきんネット
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国保だより
No.567

問い合わせ

保険課　国保年金係

☎７2-２１０１（内線323・325）

就職・退職・進学・卒業などで国民健康保険に加入・脱退するとき

国保被保険者の皆さんへ　～人間ドック受診には補助があります～

就職や退職、進学、卒業などにより、国民健康保険（以下 「国保」）に加入や脱退する方は、手続きをする必要があります。

４月以降も引き続き学生
の場合、 オンライン申請
が可能です！

茅野市国保では、被保険者（35歳以上の方）の疾病予防

と早期発見および健康増進のため、人間ドックの健診料

金の一部を補助します。

※ 茅野市の特定健診 （無料） を受けられた方は、 国保人

間ドック補助金は受けられませんのでご注意ください。

【対象者】

・  人間ドック受診時に、 茅野市国民健康保険に加入し

ている35歳から74歳までの方

・国民健康保険税に滞納のない世帯の方

【補助額】

☆日帰りドック15,000円

☆1泊2日ドック30,000円

※補助は、年度内に1人1回までとなります。

【対象となるドック】

・特定健診の検査項目をすべて含む人間ドック

・ 脳ドック等の専門ドックのみの検査費用は補助の対象

となりません。

【申請（手続き）に必要なもの】

・国民健康保険人間ドック補助金申請書兼請求書

・人間ドックの領収書

・ 国民健康保険被保険者証、資格確認書、または資格

情報のお知らせ

・振込口座のわかるもの（預金通帳など）

【申請期間】

受診完了の翌日から1年間

※ 特定健康診査受診率の向上のため、 人間

ドック受診結果の提出にご協力ください。

※ 補助金申請書兼請求書は、保険課（1階7番

窓口） にありますので、 お申し出ください。

ホームページ（QRコード）からダウンロードも可能。

国保の加入や脱退は自動的に切り替わりませんので、必ず手続き（届け出）をしてください。国保加入の届け出が遅れる

と、医療機関等の窓口で医療費を全額自己負担しなくてはいけない場合があります。また、国保脱退の届け出が遅れると、

国保税と健康保険等の保険料の二重払いが生じてしまう可能性があります。

変更の事由が生じてから、14日以内に保険課国保年金係（1階7番窓口）に届け出をしてください。

国保の手続きでご不明な点については、保険課 国保年金係へお問い合わせください。

● 届け出をされる（窓口にお越しいただく）方の本人確認書類

① 顔写真のついたものの場合は1点（運転免許証、マイナンバーカード、各種障害手帳、パスポートなど）

② 顔写真のないものの場合は2点（保険証等、診察券、通帳、キャッシュカード、年金手帳、学生証など）

● 国保について、加入する方や脱退する方、及び世帯主のマイナンバーのわかるもの

マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票など

全ての届け出（申請）に共通して必要なもの

● 就職等で健康保険等に加入した場合や茅野市を転出した場合は、茅野市国保からの脱退手続きが必要となります。

● 修学のために他市区町村へ転出する場合は、引き続き茅野市で国保に加入することができます。転出の届け出の際に

入学することがわかる書類・在学証明書または学生証の写し（両面）をご持参ください。

現在茅野市国保に加入している方

学生用の茅野市国保保険証をお持ちの方

● 卒業後、他市区町村に居住する場合は、茅野市国保からの脱退手続きが必要となります。

卒業したことがわかる書類をご持参ください。

● 学生証の有効期限が令和６年３月までの方で、４月以降も引き続き学生の場合は、届け出

が必要となります。４月以降の在学証明書または学生証の写し（両面）をご持参ください。

退職等により、加入する健康保険等が無い場合は、茅野市国保への加入手続きが必要となります。

現在茅野市国保に加入していない方
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